
 

 

 

 

 

平 成 ３ ０ 年 流 山 市 議 会 第 ３ 回 定 例 会 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 月 ３ ０ 日 招 集 

流 山 市



目      次  

 

 

５５ 平成３０年度流山市一般会計補正予算（第２号）  

５６ 流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用  

等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

５７ 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について  

５８ 土地の減額貸付けの変更について  

５９ 流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

６０ 平成３０年度流山市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

６１ 平成２９年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

６２ 流山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

６３ 流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定について  

６４ 流山市児童育成手当支給条例及び流山市遺児等手当支給条例の一

部を改正する条例の制定について  

６５ 流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

６６ 平成３０年度流山市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

６７ 平成３０年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

６８ 平成２９年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて  

６９ 平成２９年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて  

７０ 平 成 ３ ０ 年 度 流 山 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １

号）  

７１ 平成３０年度流山市水道事業会計補正予算（第１号）  

７２ 平成２９年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定

について  

７３ 平成２９年度流山市水道事業会計決算認定について  

７４ 平成２９年度流山市下水道事業会計決算認定について  



７５ 流山市広告物条例の制定について  

７６ 流山市景観条例の一部を改正する条例の制定について  

７７ 平成２９年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について  

 

１１ 平成２９年度健全化判断比率について  

１２ 平成２９年度資金不足比率について  

１３ 専決処分の報告について  

１４ 専決処分の報告について  

 

 



議案第 ５６  号  

 

 

   流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成３０年８月３０日提出  

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 補助金事業としてあった流山市私立幼稚園就園奨励費補助金

及び流山市私立幼稚園園児補助金について、公的扶助としてよ

り実態に即した支給を行うための規則を制定したことに伴い、

本条例に定める引用例規を改めるためである。  



流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成２７年流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１の２３の項中「流山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

（平成１９年流山市告示第１１９号）による私立幼稚園就園奨励費補助

金の交付」を「流山市私立幼稚園就園奨励費支給規則（平成３０年流山

市 規 則 第 ３ １ 号 ） に よ る 私 立 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 の 支 給 」 に 改 め 、 同 表  

２４の項を削り、同表２５の項機関の欄中「２５」を「２４」に改め、

同表２６の項機関の欄中「２６」を「２５」に改め、同表２７の項機関

の欄中「２７」を「２６」に改める。 

 別表第２の２３の項中「流山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

による私立幼稚園就園奨励費補助金の交付」を「流山市私立幼稚園就園

奨励費支給規則による私立幼稚園就園奨励費の支給」に改め、同表２４

の項を削る。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 



議案第 ５７  号  

 

 

   流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成３０年８月３０日提出 

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第４条第１項の規定による教育長の任命に伴い、

教育委員会委員長の職がなくなることから、その報酬について

の規定を削除するためである。 

 



流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例 

流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１４年流山市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「  

教育委員会 委員長 月額  ６７，０００円 

委員  月額  ６０，８００円 

                              」  

を  

「  

教育委員会委員 月額  ６０，８００円 

                               」  

に改める。 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第 ５８  号  

 

 

   土地の減額貸付けの変更について  

 市は、平成２８年第４回定例会で議決を得た財産の貸付料の減額につ

いて、次のとおり変更する。  

  平成３０年８月３０日提出  

流山市長  井  崎  義  治   

 

 

１ 財産の表示  

（１）種 目 土地  

（２）所 在 流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区

画整理事業地内Ｃ６３街区２画地（仮換地）  

（３）面 積 ２，０００平方メートル  

２ 貸付けの相手方 東京都中央区日本橋三丁目４番１０号  

スターツコーポレーション株式会社  

          代表取締役 磯﨑  一雄  

３ 貸付条件  

（１）使 用 目 的 流山おおたかの森駅前市有地活用事業におけるホ

テル及び商業施設の敷地として使用する。  

（２）貸 付 期 間 （ 変 更 前 ） 流山おおたかの森駅前市有地活用

事業における公共施設の引渡しの

日から平成８１年２月２８日まで  

         （ 変 更 後 ） 平成３１年１月２７日から平成８１

年１月２６日まで  

４ 減額する額及び期間  

（１）減 額 限 度 額 １４，６４０，０００円（年額）  

（２）減 額 期 間 貸付けの日から起算して１０年間  

 

 



 

参考資料  

 

   流山おおたかの森駅前市有地活用事業におけるホテル及び商業施

設概要  

 

１ 建物の規模  

（１）鉄骨造１１階建て  

（２）建築面積 １，０４７．２１平方メートル  

（３）延べ床面積  

  ア  ホ テ ル 部 分  ７，６５５．４６平方メートル（予定）  

  イ  商業施設部分   ５１０．９７平方メートル（予定）  

          合計  ８，１６６．４３平方メートル（予定）  

 

２ 用途（括弧内は部屋等の数）  

（１）ホテル  

客室（１６７）、バンケット（１～２）、フィットネス（１）、大浴

場（２）  

（２）商業施設  

レストラン（１）、カフェ（１）  

 

３ 基準貸付料  

年額 １４，６４０，０００円  

＝６１０円／平方メートル・月×２，０００平方メートル×

１２か月  

 

４ 減額する額  

  基準貸付料（年額１４，６４０，０００円）にホテル及び商業施設

の延べ床面積に対するホテル部分の占める床面積の割合を乗じて得た

額  

 

５ 減額期間  

  平成３１年１月２７日から平成４１年１月２６日までの１０年間  



参考資料

仮換地

所在地及び面積 所在 地目 登記地積（㎡）

流山市東初石5丁目141番31 山林 39

流山市東初石5丁目142番5 山林 1,147

流山市東初石5丁目166番3 山林 3,264

流山市東初石5丁目570番4 原野 888

流山市東初石5丁目570番21 原野 41

土　地　目　録

従前の土地

流山都市計画事業新市街
地地区一体型特定土地区
画整理事業C63街区2画地

2,000㎡



議案第 ５９  号  

 

 

   流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成３０年８月３０日提出  

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 建 築 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ３ ０ 年 法 律 第 ６ ７

号）による建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の改正に

伴い、引用条文の整理を行うものである。  

  



流山市手数料条例の一部を改正する条例 

流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第９の１１の項中「第４３条第１項ただし書の」を「第４３条第

２項第２号の規定による」に改める。 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第 ６１  号  

 

 

平成２９年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２９年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委

員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月３０日提出 

                 流山市長  井  崎  義  治  



議案第 ６２  号  

 

 

   流山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 流山市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成３０年８月３０日提出 

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 第１号被保険者に係る介護保険料の算出に当たり、基準とな

る合計所得金額についての規定の明確化を図るためである。 

 

 

 

 

  



流山市介護保険条例の一部を改正する条例 

流山市介護保険条例（平成１２年流山市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 ４ 条 第 １ 項 第 ６ 号 ア 中 「 と い う 。 ） 」 の 次 に 「 （ 租 税 特 別 措 置 法

（ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 ３ ３ 条 の ４ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とする。以下この項において同じ。）」を加える。 

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第 ６３  号  

 

 

   流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成３０年８月３０日提出 

流山市長  井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 重度障害者医療費の支給判定について、本市市民税の賦課期

日において指定都市の区域内に住所を有する者の市町村民税所

得割の額の算定方法の調整規定を追加するほか、所要の改正を

行うためである。 

  



   流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例 

流 山 市 重 度 障 害 者 医 療 費 及 び 特 定 疾 病 者 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例

（平成１９年流山市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。 

第３条第１項中「（当該要件に該当することとなった年齢が、６５歳

以上である者を除く。）」を削る。 

第４条の見出し中「支給対象者」を「受給資格者」に改め、同条第１

項に次のただし書を加える。 

ただし、重度障害者となった年齢が６５歳以上である者（その者の

被保険者等を含む。）及び生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による保護を受けている者を除く。 

第４条第２項、第６条第１項及び第４項並びに第８条第１号中「支給

対象者」を「受給資格者」に改める。 

第１１条に次の１項を加える。 

２  前項の所得割の額を算定する場合において、地方税法第３１８条に

規定する賦課期日において指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。）の区域内に住

所を有する者であるときは、その者を本市に住所を有する者とみなし

て、所得割の額を算定するものとする。 

第１３条中「重度障害者又は特定疾病者」を「受給権者」に改める。 

別表第１中生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世

帯であって、医療扶助単一給付のものであり自己負担のある場合の項を

削る。 

附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２  この条例による改正後の流山市重度障害者医療費及び特定疾病者医

療費の支給に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第１１条

第２項の規定は、平成３０年８月１日以降に受けた保険医療等につい

て適用する。 

３  改正後の条例別表第１の規定は、平成３０年１１月１日以後に受け



た保険医療等について適用する。 

 



議案第  ６４  号  

 

 

   流山市児童育成手当支給条例及び流山市遺児等手当支給条例の一

部を改正する条例の制定について  

 流山市児童育成手当支給条例及び流山市遺児等手当支給条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成３０年８月３０日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）における支給

月及び支給回数の見直しに鑑み、児童育成手当及び遺児等手当

の支給月及び支給回数を改めるほか、所要の改正を行うためで

ある。  

  



   流山市児童育成手当支給条例及び流山市遺児等手当支給条例の一

部を改正する条例  

 （流山市児童育成手当支給条例の一部改正）  

第１条  流山市児童育成手当支給条例（昭和５７年流山市条例第９号）

の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項第１号中「クまで」を「ケまで」に改め、同号ク中

「キ」を「ク」に改め、同号クを同号ケとし、同号キを同号クとし、

同号カを同号キとし、同号オの次に次のように加える。  

カ  父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（平成１３年法律第３１号）第１０条第１項の規定による命

令（母の申立てにより発せられたものに限る。）を受けた児童  

第４条第１項第２号中「クまで」を「ケまで」に改め、同号ク中

「キ」を「ク」に改め、同号クを同号ケとし、同号キを同号クとし、

同号カを同号キとし、同号オの次に次のように加える。  

カ  母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律第１０条第１項の規定による命令（父の申立てにより発せら

れたものに限る。）を受けた児童  

  第４条第１項第３号中「クまで」を「ケまで」に改める。  

  第７条第３項中「４月、８月及び１２月の３期」を「１月、３月、

５月、７月、９月及び１１月の６期」に改める。  

  第９条第１項中「１月から７月まで」を「２月から１０月まで」に、

「８月から翌年の７月まで」を「１１月から翌年の１０月まで」に改

める。  

 （流山市遺児等手当支給条例の一部改正）  

第２条  流山市遺児等手当支給条例（昭和５６年流山市条例第８号）の

一部を次のように改正する。  

  第７条第４項中「１月、５月及び９月の３期」を「１月、３月、５

月、７月、９月及び１１月の６期」に改める。  

第１０条第１項中「１月から８月まで」を「２月から１０月まで」

に、「９月から翌年の８月まで」を「１１月から翌年の１０月まで」

に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  



１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）第１条中流山市児童育成手当支給条例第７条第３項の改正規定並

びに附則第３項及び第４項の規定  平成３１年９月１日  

（２）第２条中流山市遺児等手当支給条例第７条第４項の改正規定  平

成３１年１０月１日  

 （児童育成手当に関する経過措置）  

２  平成３０年１０月以前の月分の児童育成手当の支給の制限について

は、なお従前の例による。  

３  第１条の規定による改正前の流山市児童育成手当支給条例第７条第

３項に基づいて支払われた平成３１年７月分の児童育成手当は、第１

条の規定による改正後の流山市児童育成手当支給条例（以下「改正後

の条例」という。）の規定による同月分の児童育成手当とみなす。  

４  平成３１年８月分の児童育成手当については、改正後の条例第７条

第３項の規定にかかわらず、同年１１月に支払うものとする。  

５  平成２４年８月１日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正

後の条例第４条第１項第１号カ及び同項第２号カの規定による支給対

象者の要件に該当する者に対して支給した金員（流山市児童育成手当

支給条例（昭和５７年流山市条例第９号）第５条各号に定める区分に

応じ、当該各号に規定する金額をいう。）は、改正後の条例の規定に

基づき支給されたものとみなす。  

（遺児等手当に関する経過措置）  

６  平成３０年１０月以前の月分の遺児等手当の支給の制限については、

なお従前の例による。  



議案第 ６５  号  

 

 

   流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

 流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。  

  平成３０年８月３０日提出  

流山市長  井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 西初石小学校区に西初石小学校区第２西初石子どもルームを、

八木北小学校区に八木北小学校区第２学童クラブを増設すると

ともに、全学童クラブの名称に小学校区の記載を加えるほか、

学童クラブ名の統一性を図るためである。  



流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例（平成２３年流山市条

例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表を次のように改める。 

学童クラブ名 位置  

江戸川台小学校区第１江戸川台

学童クラブ 

流山市江戸川台東３丁目２番地 

江戸川台小学校区第２江戸川台

学童クラブ 

流山市江戸川台東３丁目１１番地 

江戸川台小学校区第３江戸川台

学童クラブ 

流山市江戸川台東３丁目１１番地 

西初石小学校区第１西初石子ど

もルーム 

流山市西初石４丁目３４７番地 

西初石小学校区第２西初石子ど

もルーム 

流山市大畔２５番地の１ 

流山北小学校区ちびっこなかよ

しクラブ 

流山市加一丁目１５番地の２ 

流山北小学校区ちびっこのびの

びクラブ 

流山市加一丁目１５番地の２ 

長崎小学校区ひよどり学童クラ

ブ 

流山市長崎２丁目５６５番地 

八木北小学校区第１学童クラブ 流山市美田６９番地の４２０ 

八木北小学校区第２学童クラブ 流山市美田６９番地の４２０ 

小山小学校区第１おおたかの森

ルーム 

流山市十太夫９７番地の１ 

小山小学校区第２おおたかの森

ルーム 

流山市十太夫１８６番地 

小山小学校区第３おおたかの森

ルーム 

流山市十太夫９７番地の１ 

小山小学校区第４おおたかの森

ルーム 

流山市十太夫９７番地の１ 



南流山小学校区あすなろ学童ク

ラブ 

流山市木４８７番地 

西深井小学校区たんぽぽ学童ク

ラブ 

流山市西深井６７番地の１ 

東深井小学校区第１もりのいえ

学童クラブ 

流山市東深井８７９番地の２ 

東深井小学校区第２もりのいえ

学童クラブ 

流山市東深井８７９番地の２ 

東深井小学校区第３もりのいえ

学童クラブ 

流山市東深井８７９番地の２ 

流山小学校区第１おおぞら学童

クラブ 

流山市流山４丁目４５１番地 

流山小学校区第２おおぞら学童

クラブ 

流山市流山４丁目４１０番地の２ 

新川小学校区つくしんぼ学童ク

ラブ 

流山市中野久木３３９番地 

八木南小学校区そよかぜ学童ク

ラブ 

流山市芝崎９２番地 

鰭ケ崎小学校区第１ひまわり学

童クラブ 

流山市鰭ケ崎７番地の１ 

鰭ケ崎小学校区第２ひまわり学

童クラブ 

流山市鰭ケ崎７番地の１ 

東小学校区あずま学童クラブ 流山市名都借８５４番地 

向小金小学校区第１学童クラブ 流山市向小金３丁目１４９番地の

１ 

向小金小学校区第２学童クラブ 流山市向小金３丁目１４９番地の

１ 

おおたかの森小学校区学童クラ

ブ 

流山市市野谷６２１番地の１ 

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次項及び



附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２  この条例による改正後の流山市学童クラブの設置及び管理に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）に基づく学童クラブに係る指

定管理者の指定に関する手続及び指定管理者が学童クラブの管理を行

う た め の 準 備 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い

う。）前においても行うことができる。 

３  改正後の条例に基づく学童クラブの入所等のための申請、許可その

他の行為は、施行日前においても行うことができる。 

 

 

 



議案第 ６８  号  

 

 

平成２９年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２９年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監

査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月３０日提出 

                 流山市長  井  崎  義  治  



議案第 ６９  号  

 

 

平成２９年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２９年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊

監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月３０日提出 

                 流山市長  井  崎  義  治  



議案第 ７２  号  

 

 

平成２９年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２９年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別

冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月３０日提出 

                 流山市長  井  崎  義  治  

 



議案第 ７３  号  

 

 

   平成２９年度流山市水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、平成２９年度流山市水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月３０日提出 

                 流山市長  井  崎  義  治  



議案第 ７４  号  

 

 

   平成２９年度流山市下水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、平成２９年度流山市下水道事業会計決算を、別冊監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月３０日提出 

                 流山市長  井  崎  義  治  

 



 

 

議案第 ７５  号  

 

 

   流山市広告物条例の制定について 

 流山市広告物条例を別紙のとおり制定する。 

  平成３０年８月３０日提出 

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 屋外広告物等及び特定屋内広告物について、流山市景観条例

（平成１９年流山市条例第４８号）及び流山市景観計画により

一体的に規制することにより、良好な景観を形成し、及び風致

を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するためである。 



 

 

流山市広告物条例 

目次  

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 屋外広告物等の制限等（第７条―第３０条） 

 第３章 特定屋内広告物に関する制限等（第３１条―第３３条） 

 第４章 審議会への諮問（第３４条） 

 第５章 雑則（第３５条―第３７条） 

 第６章 罰則（第３８条・第３９条） 

 附則  

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この条例は、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件（以下

「屋外広告物等」という。）並びに特定屋内広告物について必要な規

制を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公

衆に対する危害を防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（ １ ） 屋 外 広 告 物  屋 外 広 告 物 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ８ ９ 号 。 以 下

「法」という。）第２条第１項に規定する屋外広告物をいう。 

（２）特定屋内広告物 建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の窓その

他の開口部（建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。）に

設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側に

おいて、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものを

いう。 

（景観計画との関係） 

第３条 この条例に基づき行う屋外広告物等又は特定屋内広告物に関す

る規制は、流山市景観計画（景観法（平成１６年法律第１１０号）第

８条第１項の規定により本市が定める景観計画をいう。）に則して行

うものとする。 

（広告物等の在り方） 

第 ４ 条  屋 外 広 告 物 等 又 は 特 定 屋 内 広 告 物 （ 以 下 「 広 告 物 等 」 と い



 

 

う。）は、良好な景観の形成を阻害し、及び風致を害し、並びに公衆

に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。 

（広告物等を表示し、又は設置する者の責務） 

第５条 広告物等を表示し、又は設置する者は、この条例及びこれに基

づく規則に定める基準に適合するよう、自らの責任において広告物等

を表示し、又は設置しなければならない。 

（広告主の責務） 

第６条 広告主（広告物等を表示し、又は設置することについて、その

旨を決定し、かつ、他の者に委託することにより、これらの実現を図

ろうとする者をいう。以下同じ。）は、当該委託を受けた者に対し、

これらの行為がこの条例の定めるところにより適正に行われるよう、

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 屋外広告物等の制限等 

（禁止屋外広告物等） 

第７条 何人も、次の各号のいずれかに該当する屋外広告物等を表示し、

又は設置してはならない。 

（１）著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの 

（２）著しく破損し、又は老朽したもの 

（３）倒壊又は落下のおそれのあるもの 

（４）交通の安全を妨げるおそれのあるもの 

（地域区分ごとの表示等の制限） 

第８条 屋外広告物等の位置、規模その他屋外広告物等の表示又は設置

の方法を制限する必要に応じ、本市の地域、区域又は場所を第１種規

制地域、第２種規制地域、第３種規制地域、第４種規制地域及び第５

種規制地域に区分し、これらの地域の区分ごとの制限の内容は、規則

で定める。 

２  第１種規制地域は、次の各号のいずれにも該当する地域、区域又は

場所とする。 

（１）流山市景観条例（平成１９年流山市条例第４８号）第７条第１項

に 定 め る 景 観 計 画 重 点 区 域 （ 以 下 「 景 観 計 画 重 点 区 域 」 と い

う。） 

（２）次のアからオまでのいずれかに該当する地域、区域又は場所 

ア  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２章の規定により



 

 

定められた第１種低層住居専用地域、都市緑地法（昭和４８年法

律第７２号）第１２条第１項に規定する特別緑地保全地区又は生

産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第３条第１項の規定による

生産緑地地区 

イ  高速自動車国道の区域、道路（高速自動車国道を除く。）のう

ち市長が指定する区間にある区域及び鉄道のうち市長が指定する

区間にある区域 

ウ  道路又は鉄道の区域に接し、かつ、当該道路又は鉄道から展望

できる地域のうち、市長が交通の安全を妨げるおそれがあり、又

は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域 

エ  都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定す

る都市公園 

オ  官公署、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項

に規定する図書館、博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２

条第１項に規定する博物館（当該博物館の用に供する部分の床面

積の合計が２００平方メートル以上のものに限る。）、社会教育

法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条に規定する公民館、国

又は地方公共団体が設置した公会堂、体育館、公衆便所及び医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病

院の建物並びにこれらの敷地 

カ  アからオまでに掲げるもののほか、市長が良好な景観を形成し、

若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必

要と認めて指定する地域、区域又は場所 

３  第２種規制地域は、景観計画重点区域以外の区域のうち、前項第２

号に掲げる地域、区域及び場所とする。 

４  第３種規制地域は、景観計画重点区域（次に掲げる区域に限る。）

のうち、第１種規制地域に該当する地域、区域及び場所を除いた区域

とする。 

（１）つくばエクスプレス沿線整備区域 

（２）新川耕地区域 

（３）利根運河区域 

５  第４種規制地域は、景観計画重点区域（流山本町区域に限る。）の

うち、第１種規制地域に該当する地域、区域及び場所を除いた区域と



 

 

する。  

６  第５種規制地域は、第１種規制地域、第２種規制地域、第３種規制

地域及び第４種規制地域以外の地域、区域及び場所とする。 

（禁止物件） 

第９条 何人も、次の各号に掲げる物件に屋外広告物等を表示し、又は

設置してはならない。 

（１）橋りょう、トンネル、高架構造物及び道路の分離帯 

（２）道路の石垣及び擁壁並びにこれらに類するもので市長が指定する

もの 

（３）街路樹、路傍樹並びに流山市緑化推進及び保全に関する条例（昭

和 ４ ８ 年 流 山 市 条 例 第 １ ３ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ

れ た 保 存 樹 木 及 び 保 存 樹 林 と し て 指 定 さ れ た 区 域 内 の 樹 木 （ 敷 地

を含む。） 

（４）信号機、道路標識及び道路の防護柵並びにこれらに類するもので

市長が指定するもの 

（５）電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するもの 

（６）郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔 

（７）送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔 

（８）煙突並びにガスタンク及び水道タンク並びにタンクで市長が指定

するもの 

（９）形像及び記念碑 

２  前項第５号に掲げるもののほか、電柱又は街灯柱には、貼り紙若し

く は 貼 り 札 等 （ 法 第 ７ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 貼 り 札 等 を い う 。 以 下 同

じ。）を表示し、又は広告旗（同項に規定する広告旗をいう。）若し

くは立看板等（同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。）を設置

してはならない。 

３  道路の路面には、屋外広告物を表示してはならない。 

（告示） 

第１０条 前２条の規定による市長の指定は、告示によらなければなら

ない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 

（申請及び許可） 

第１１条 本市内において、次の各号のいずれかに該当する行為を行お

うとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。 



 

 

（１）屋外広告物等の表示又は設置 

（２）屋外広告物等の変更又は改造（規則で定める軽微な変更又は改造

を除く。） 

（３）許可の更新 

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

可否を決定し、当該申請のあった日から起算して１０日を経過する日

（ 当 該 日 が 流 山 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 流 山 市 条 例 第 ２ ３

号）第１条第１項各号に掲げる日（以下この条において「休日」とい

う。）に該当する日である場合は、当該日後において最も近い休日で

ない日）までに当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

ただし、当該申請の内容について補正を求めた場合における当該補正

に要した日数は、当該期間に算入しない。 

（許可の基準、有効期間及び条件） 

第１２条 市長は、屋外広告物等が次の各号のいずれにも該当すると認

めるときは、前条第１項の許可をしなければならない。 

（１）第７条及び第９条の規定に違反していないこと。 

（２）道路その他公共の用に供する場所に表示され、又は設置されるも

のにあっては、当該場所の機能を妨げないこと。 

（３）信号機、道路標識等と類似していないこと又はこれらの効用を妨

げるおそれのないこと。 

（４）形状、色彩、構造、規模、材質又は表示若しくは設置の方法が、

当該屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする期間内に、次に

掲げるような状態になるおそれのないこと。 

ア  著しく退色し、又は塗料等の剝離した状態 

イ  著しく破損し、又は老朽した状態 

ウ  倒壊し、又は落下するおそれのある状態 

（５）法令又は他の条例（以下「法令等」という。）に違反し、又はそ

のおそれのないこと。 

（６）第８条第１項の規則で定める制限の内容を満たしていること。 

２  市長は、前項の規定により許可をする場合においては、良好な景観

を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する

ため必要な限度において、許可の有効期間その他の条件を付すること

ができる。 



 

 

３  前項の許可の有効期間は、３年を超えることができない。 

（適用除外） 

第１３条 第８条及び第１１条第１項の規定は、次の各号のいずれかに

該当する屋外広告物等については、適用しない。 

（１）法令等に基づき表示し、又は設置する屋外広告物等 

（２）国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する

屋外広告物等 

（３）公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）に基づく選挙運動のた

め表示し、又は設置する屋外広告物等 

（４）冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示し、又は設置する屋外広告

物等 

（５）講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又

は設置する屋外広告物等 

（６）政治、労働、宗教その他の営利を目的としない活動又は行事のた

め一時的に又は慣例に従い表示し、又は設置する屋外広告物等 

（７）地方公共団体が住民の利用に供するために設置する掲示板に表示

する屋外広告物 

（８）良好な景観を形成するために描写した絵画その他の具象的な図柄

等を表示し、又は設置するもののうち、規則で定める屋外広告物等 

（９）次に掲げる屋外広告物等のうち、規則で定める基準に適合するも 

  の  

ア  自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、

又は設置する屋外広告物等 

イ  公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する屋外広告物 

ウ  自 己 の 氏 名 、 名 称 、 商 標 又 は 事 業 の 内 容 を 表 示 す る た め 自 己

の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する屋外広告物等 

エ  工 事 現 場 の 板 塀 そ の 他 こ れ に 類 す る 仮 囲 い に 表 示 す る 屋 外 広

告物 

オ  自治会その他の町又は字の区域その他一定の区域に住所を有す

る者の地縁に基づいて形成された団体が表示し、又は設置する掲

示板、案内図板その他これらに類する規則で定める屋外広告物等 

（１０）人、動物、車両（鉄道車両又は自動車を除く。）、船舶等に表

示し、又は設置する屋外広告物等 



 

 

（１１）鉄道車両又は自動車に表示し、又は設置する屋外広告物等（次

号に掲げる屋外広告物等を除く。）で、次に掲げるもの 

ア  政治、労働、宗教その他の営利を目的としない活動又は行事の

ため表示し、又は設置する屋外広告物等 

イ  自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため表示し、

又は設置する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの 

ウ  ア及びイに掲げるもののほか、規則で定める屋外広告物等 

（１２）前号に掲げるもののほか、自動車（道路運送車両法（昭和２６

年法律第１８５号）第７条第１項第５号に規定する使用の本拠の位

置が本市の区域外にあるものに限る。）の車両に表示し、又は設置

する屋外広告物等であって、その使用の本拠の位置において効力を

有している屋外広告物等に関する条例の規定に基づいて表示し、又

は設置しているもの 

２  第８条の規定は第２号又は第３号のいずれかに該当する屋外広告物

等について、第９条第１項の規定は次の各号のいずれかに該当する屋

外広告物等については、適用しない。 

（１）前項第１号、第２号又は第９号ア若しくはイのいずれかに該当す

る屋外広告物等 

（２）第９条第１項第７号又は第８号に掲げる物件にその所有者又は管

理 者 が 自 己 の 氏 名 、 名 称 、 商 標 又 は 事 業 の 内 容 を 表 示 す る た め 表

示 し 、 又 は 設 置 す る 屋 外 広 告 物 等 で 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 す

るもの 

（３）前号に掲げるもののほか、第９条第１項第８号に掲げる物件に表

示する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの 

３  第９条第２項の規定は、第１項第１号から第６号まで又は第９号ア

若しくはイのいずれかに該当する屋外広告物等については、適用しな

い。 

４  第９条第３項の規定は、第１項第１号又は第２号のいずれかに該当

する屋外広告物等については、適用しない。 

（特例の許可） 

第１４条 市長は、良好な景観の形成又は風致の向上に資し、かつ、公

衆に対する危害を及ぼすおそれのない屋外広告物等で、特にやむを得

ないと認めるものについては、第３４条第１項に規定する審議会の議



 

 

を経て、第８条、第９条及び第１２条第１項の規定にかかわらず、そ

の表示又は設置を許可することができる。この場合において、第１１

条第２項中「１０日」とあるのは、「６０日」と読み替えるものとす

る。 

２  前項の規定による許可を受けた者は、当該屋外広告物等を変更し、

又は改造してはならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造

については、この限りでない。 

３  第１２条第２項の規定は、第１項の規定による許可の場合に準用す

る。 

（許可の表示） 

第１５条 この条例に基づく許可を受けた者は、当該許可の期間中、規

則で定めるところにより、屋外広告物等に当該許可を受けた旨を表示

しなければならない。 

（許可の取消し等） 

第１６条 市長は、この条例に基づく許可を受けた者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 

（１）第１１条第１項第２号又は第１４条第２項の規定に違反したとき。 

（ ２ ） 第 １ ２ 条 第 ２ 項 （ 第 １ ４ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定により付した条件に違反したとき。 

（３）第２０条第１項又は第２項の措置の命令に違反したとき。 

（４）虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。 

２  市長は、前項の規定により許可を取り消したときは、次に掲げる事

項を公表することができる。 

（１）氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所

在地）  

（２）許可を取り消した対象行為の位置及び内容  

（３）その他市長が必要と認める事項  

３  市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、流山市行政

手続条例（平成９年流山市条例第２３号）の規定に基づく弁明の機会

の付与の例により、弁明の機会を付与しなければならない。  

（管理義務） 

第１７条 屋外広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理

する者は、当該屋外広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らな



 

 

いようにし、良好な状態を保持しなければならない。 

（大規模な屋外広告物等の管理） 

第１８条 この条例に基づく許可を受けた者が当該許可に係る屋外広告

物等（規則で定める規模以上の屋外広告物等に限る。）を表示し、又

は設置したときは、次の各号のいずれかに該当する者にそれらの管理

を行わせなければならない。 

（１）千葉県屋外広告物条例（昭和４４年千葉県条例第５号。以下「県

条 例 」 と い う 。 ） 第 １ ７ 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 登 録 を 受 け た

者 

（２）県条例第１７条の１１第１項第１号に掲げる者 

（３）前２号に掲げるもののほか、屋外広告物等の管理に関し必要な知

識を有する者として規則で定める者 

２  前項の屋外広告物等の管理を行わせる者は、当該屋外広告物等を表

示し、又は設置する時までに定めなければならない。 

（除却義務） 

第１９条 屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、当該表示又は設

置に係る許可の有効期間が満了したとき、第１６条第１項の規定によ

り当該許可が取り消されたとき、又は屋外広告物等を表示し、若しく

は設置する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該屋外広告物等を

除却しなければならない。第３５条各項に規定する屋外広告物等につ

いて同条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）及び第

２項に規定する期間が経過した場合においても同様とする。 

２  この条例に基づく許可に係る屋外広告物等を除却した者は、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならない。 

（措置命令及び広告主への指導） 

第２０条 市長は、第７条から第９条まで、第１１条第１項又は前条第

１項の規定に違反した屋外広告物等を表示し、若しくは設置し、又は

これらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、

又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若

しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な

措置を命ずることができる。 

２  市長は、第１６条第１項第２号の規定に該当する者に対し、必要な

措置を命ずることができる。 



 

 

３  第１６条第２項及び第３項の規定は、前２項の規定により必要な措

置を命じたときに準用する。 

４  市長は、法第７条第２項の規定により、屋外広告物を掲出する物件

を除却する場合は、５日以上の期限を定めて、これを設置する者又は

管理する者はその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限まで

にその申出がないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が

除却する旨を告示しなければならない。 

５  市長は、第７条から第９条まで、第１１条第１項又は前条第１項の

規定に違反した屋外広告物等がある場合において、その違反の是正又

は改善のため必要があると認めるときは、当該屋外広告物等に係る広

告主に対し、必要な指導を行うことができる。 

（屋外広告物等を保管した場合の公示事項） 

第２１条 法第８条第２項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるも

のとする。 

（１）保管した屋外広告物等の名称又は種類及び数量 

（２）保管した屋外広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び

当該屋外広告物等を除却した日時 

（３）当該屋外広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所 

（４）前３号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物等を返還するた

め必要と認められる事項 

（屋外広告物等を保管した場合の公示の方法） 

第２２条 法第８条第２項の規定による公示は、保管を始めた後遅滞な

く、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。 

（１）前条各号に掲げる事項を、当該公示の日の翌日から１４日間（法

第８条第３項第１号に規定する屋外広告物等にあっては、２日間）、

流山市公告式条例（昭和２６年流山市条例第１号）第２条第２項に

規定する掲示場に掲示すること。 

（２）法第８条第３項第２号に規定する屋外広告物等については、前号

の公示の期間が満了しても、なお当該屋外広告物等の所有者、占有

者その他当該屋外広告物等の権原を有する者（以下「所有者等」と

いう。）の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の

要旨を公告すること。 

２  市長は、前項に規定する方法による公示を行ったときは、規則で定



 

 

めるところにより保管等の状況に関する書類を整備し、関係者の閲覧

に供さなければならない。 

（屋外広告物等の価額の評価の方法） 

第２３条 法第８条第３項の規定による屋外広告物等の価額の評価は、

取引の実例価格、当該屋外広告物等の使用期間、損耗の程度その他当

該屋外広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物

等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができ

る。 

（保管した屋外広告物等を売却する場合の手続） 

第２４条 法第８条第３項の規定による保管した屋外広告物等の売却は、

競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札

者がない屋外広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認

められる屋外広告物等については、随意契約により売却することがで

きる。 

２  前項に規定する屋外広告物等の売却の手続は、規則で定める。 

（公示の日から売却可能となるまでの期間） 

第２５条 法第８条第３項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

（１）法第８条第３項第１号の条例で定める期間 ２日  

（２）法第８条第３項第２号の条例で定める期間 ３月  

（３）法第８条第３項第３号の条例で定める期間 ２週間 

（屋外広告物等を返還する場合の手続） 

第２６条 市長は、保管した屋外広告物等（法第８条第３項の規定によ

り売却した代金を含む。以下この条において同じ。）を当該屋外広告

物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその者が当該屋

外広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、

規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。 

（立入検査等） 

第２７条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、屋外

広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者から報

告を求め、又は当該職員をして屋外広告物等の存する土地若しくは建

物に立ち入り、屋外広告物等を検査させることができる。 



 

 

２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

３  第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解釈してはならない。 

（地位の承継） 

第２８条 屋外広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理

する者について変更があった場合においては、変更後のこれらの者は、

それぞれ変更前のこれらの者のこの条例に基づく地位を承継する。 

（届出） 

第２９条 第１８条第２項の規定により屋外広告物等の管理を行わせる

者を定めたときは、直ちに、規則で定めるところによりその旨を市長

に届け出なければならない。管理を行わせる者を変更したときも同様

とする。 

２  前項に規定するもののほか、この条例に基づく許可に係る屋外広告

物等を表示し、又は設置する者は、当該屋外広告物等を管理する者を

定めたときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を市長に

届け出なければならない。管理する者を変更し、又は廃止したときも、

同様とする。 

３  この条例に基づく許可に係る屋外広告物等を表示し、又は設置する

者に変更があったときは、新たに当該屋外広告物等を表示し、又は設

置する者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨

を市長に届け出なければならない。 

４  この条例に基づく許可に係る屋外広告物等を表示し、若しくは設置

し、又はこれらを管理する者は、その氏名又は住所（法人にあっては、

その名称又は所在地）を変更したときは、遅滞なく、規則で定めると

ころによりその旨を市長に届け出なければならない。 

５  この条例に基づく許可に係る屋外広告物等を表示し、若しくは設置

し、又はこれらを管理する者は、当該屋外広告物等が滅失したときは、

遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

（事前協議） 

第３０条 第１１条第１項第１号又は第２号の規定による申請をしよう



 

 

とする者は、流山市景観条例の定めるところにより、その申請内容に

ついて市長に事前協議しなければならない。 

第３章 特定屋内広告物に関する制限等 

（特定屋内広告物の表示の制限） 

第３１条 第１種規制地域、第３種規制地域及び第４種規制地域におい

ては、特定屋内広告物を表示してはならない。ただし、規則で定める

基準を満たす特定屋内広告物については、この限りでない。 

２  第２種規制地域及び第５種規制地域において特定屋内広告物を表示

するときは、規則で定める基準を満たさなければならない。 

３  前２項の規定は、次に掲げる特定屋内広告物については、適用しな

い。 

（１）法令等に基づき表示する特定屋内広告物 

（２）国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する特定屋内広告 

  物  

（３）公職選挙法に基づく選挙運動のため表示する特定屋内広告物 

（４）冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示する特定屋内広告物 

（５）講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する特

定屋内広告物 

（６）政治、労働、宗教その他の営利を目的としない活動又は行事のた

め一時的に又は慣例に従い表示する特定屋内広告物 

（７）地方公共団体が住民の利用に供するために設置する掲示板に表示

する特定屋内広告物 

（８）良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和

したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利

を目的としない特定屋内広告物 

（９）規則で定める範囲以外の範囲に表示する特定屋内広告物 

（１０）前各号に定めるもののほか、良好な景観の形成又は風致の向上

に資し、特にやむを得ないものとして第３４条第１項に規定する審

議会の議を経て市長が決定した特定屋内広告物 

（特定屋内広告物の表示の届出） 

第３２条 規則で定める規模以上の特定屋内広告物（前条第３項各号に

掲げる特定屋内広告物を除く。）を表示し、又はその規模、形態若し

くは意匠を変更しようとする者は、当該行為に着手する３０日前まで



 

 

に市長に届け出なければならない。 

２  第３０条の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

（助言、指導、勧告及び公表） 

第３３条 市長は、第３１条の規定に違反していると認めるとき、又は

前条第１項の規定による届出がないときは、その者に対して必要な措

置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。 

２  市長は、前項の規定による助言又は指導に従わない者に対し、その

助言又は指導に従うよう勧告することができる。 

３  第１６条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による勧告を受け

た者がその勧告に従わないときに準用する。 

第４章 審議会への諮問 

第３４条 広告物等に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定により、市

長 の 附 属 機 関 と し て 、 流 山 市 広 告 物 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い

う。）を置く。 

２  市長は、次の各号に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かな

ければならない。 

（１）第８条第１項の規則で定める制限並びに第１３条第１項第９号及

び第１１号イ並びに同条第２項第２号及び第３号並びに第３１条第

１項及び第２項に規定する規則で定める基準を定め、又はこれらを

変更しようとするとき。 

（２）第８条第２項第２号イ、ウ及びカ並びに第９条第１項第２号、第

４号、第５号及び第８号の規定による指定をし、又はこれを変更し

ようとするとき。 

（３）第１３条第１項第９号オ及び第１１号ウに規定する規則で定める

屋外広告物等を定め、又はこれを変更しようとするとき。 

（４）第１８条第１項各号列記以外の部分に規定する規則で定める規模

を定め、又はこれを変更しようとするとき。 

（５）第１８条第１項第３号に規定する規則で定める者を定め、又はこ

れを変更しようとするとき。 

（６）その他市長が特に必要と認めるとき。 

３  審議会は、委員１０人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者の

うちから市長が委嘱する。 



 

 

（１）学識経験者 

（２）屋外広告業を営む者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）市民等 

（５）前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

４  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

５  委員は、再任されることができる。 

６  前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 

第５章 雑則  

（経過措置） 

第３５条 第９条第１項第２号から第５号まで若しくは第８号の規定に

よる指定（当該指定の変更を含む。）又は同条の規定による屋外広告

物 等 の 表 示 若 し く は 設 置 を 禁 止 す る 物 件 の 変 更 が あ っ た 際 、 現 に 第 

１１条第１項の許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告

物等で、当該指定又は変更（次項において「指定等」という。）によ

りこの条例に違反することとなるものについては、当該許可の有効期

間に限り、なお従前の例により当該屋外広告物等を表示し、又は設置

することができる。 

２  指定等があった際、現に適法に表示され、又は設置されていた屋外

広 告 物 等 で 、 当 該 指 定 等 に よ り こ の 条 例 に 違 反 す る こ と と な る も の

（前項に規定する屋外広告物等を除く。）については、当該指定等が

あった日から１年間に限り、なお従前の例により当該屋外広告物等を

表示し、又は設置することができる。 

３  第１項の規定は、第８条第２項第２号イ、ウ若しくはカの規定によ

る指定（当該指定の変更を含む。）若しくは同条の規定による地域、

区域及び場所の変更又は第１２条第１項各号に規定する許可の基準の

変更があった際、現に第１１条第１項の許可を受けて表示され、又は

設置されていた屋外広告物等で、当該指定若しくは地域、区域若しく

は場所の変更又は許可の基準の変更によりこの条例に違反し、又はこ

の条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについ

て、準用する。 



 

 

（手数料） 

第３６条 第１１条第１項の規定により許可を受けようとする者は、別

表に定める屋外広告物等の区分に応じ、同表に定める手数料を納付し

なければならない。 

２  市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免

除することができる。 

３  既に納付した手数料は、返還しない。 

（委任） 

第３７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第６章 罰則  

（罰則） 

第３８条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に

処する。 

（１）第７条又は第９条の規定に違反して屋外広告物等を表示し、又は

設置した者 

（２）第２０条第１項の規定による命令に違反した者 

２  第２７条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又 は 同 項 の 規 定 に よ る 検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し た 者 は 、 

１０万円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第３９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科

する。 

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、平成３１年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（１）第３章の規定 平成３２年４月１日 

（２）第４章並びに附則第７項及び第８項の規定 公布の日 

（屋外広告物等に関する経過措置） 

２  この条例の施行の際、現に表示され、又は設置されている屋外広告



 

 

物等のうち、施行日の前日までに県条例第６条第１項、第８条第２項、

第 ９ 条 第 ３ 項 又 は 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け て い た 屋 外 広 告 物 等

（以下「旧許可物件」という。）であって、施行日以後第１２条第１

項各号に掲げる事項に該当しないこととなる屋外広告物等（以下この

項において「既存不適格物件」という。）については、施行日から３

年間（当該期間の満了前に当該既存不適格物件に第１１条第１項第２

号の規定による変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を

加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間）は、県

条例第６条第１項、第８条第２項、第９条第３項又は第１０条第１項

の許可の基準を第１２条第１項各号の許可の基準とみなして、この条

例の規定を適用する。この場合において、第１２条第３項の規定の適

用については、同項中「３年」とあるのは、「３年（当該３年を経過

する日が施行日から３年を経過する日を超える場合にあっては、施行

日から３年を経過する日までの期間）」とする。 

３  この条例の施行の際、現に県条例の規定に適合して表示され、又は

設置されている屋外広告物等のうち、旧許可物件を除くものであって、

施行日以後第１２条第１項各号に掲げる事項に該当しないこととなる

屋外広告物等（以下この項において「既存不適格物件」という。）に

ついては、施行日から３年間（当該期間の満了前に当該既存不適格物

件に第１１条第１項第２号の規定による変更又は改造の程度に相当す

る程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を

加えるまでの間）は、第１２条第１項の規定にかかわらず、第１１条

第１項の許可があったものとみなす。 

４  前２項に定めるもののほか、施行日前に県条例の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があ

るときは、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行

為とみなす。 

５  前項の規定によりこの条例の相当規定によりなされたとみなされる

許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分が

されていないものについての許可又は不許可の処分については、この

条例の規定による許可の基準にかかわらず、施行日の前日における県

条例の規定による許可の基準に基づきするものとする。 

（特定屋内広告物に関する経過措置） 



 

 

６  附則第１項第１号に掲げる規定の施行の際、現に表示されている特

定屋内広告物のうち、当該規定の施行の日以後第３１条の規定に違反

することとなる特定屋内広告物（以下この項において「既存不適格物

件」という。）については、同日から２年間（当該期間の満了前に当

該既存不適格物件にその規模、形態又は意匠の変更を加えようとする

ときは、当該変更を加えるまでの間）は、同条の規定は適用しない。 

（指定等の特例） 

７  市長は、この条例の公布の日から施行日の前日までの間においても、

第３４条第２項各号に掲げる行為を行うことができる。 

（審議会の委員の任期の特例） 

８  第３４条の規定の施行の日以後最初に委嘱する審議会の委員（当該

委員の補欠の委員を含む。）の任期は、同条第４項の規定にかかわら

ず、その任期の末日を平成３３年３月３１日までとすることができる。 

（流山市手数料条例の一部改正） 

９  流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１中千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条

例（平成１２年千葉県条例第１号）に基づく屋外広告物法（昭和２４

年法律第１８９号）関係の項を削る。 

  別表第８を次のように改める。 

 別表第８ 削除  

別表（第３６条関係） 

屋外広告物等の区分 金額  

１  建 築 物 に 表 示 し 、 若 し く は

設 置 す る 屋 外 広 告 物 等 又 は 建

築 物 か ら 独 立 し た 屋 外 広 告 物

等 

１面又は１基につき、８，５００

円 

２  アーチ １基につき、８，５００円 

３  電柱、街灯柱その他これら １箇所につき、６００円 

に 類 す る も の を 利 用 す る 屋 外

広告物 

 

４  アドバルーン １個につき、８，５００円 



 

 

５  幕、旗又はのぼり １枚につき、１，１００円 

６  立看板等 １枚につき、１，１００円 

７  貼り紙 １０枚までごとに、６００円 

８  貼り札等 １０枚までごとに、６００円 

９  鉄 道 車 両 又 は 自 動 車 を 利 用

する広告物 

１面につき、２，７００円 

 

 



議案第 ７６  号  

 

 

   流山市景観条例の一部を改正する条例の制定について 

 流山市景観条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成３０年８月３０日提出 

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 流山市広告物条例の制定に伴い、同条例で定める屋外広告物

等に係る許可申請及び特定屋内広告物に係る届出を事前協議の

対象とすることにより、これらの屋外広告物等及び特定屋内広

告物について、流山市景観条例及び流山市景観計画で定める規

制を適用し、もって本市における良好な景観の形成を図るため

である。 



流山市景観条例の一部を改正する条例 

 流山市景観条例（平成１９年流山市条例第４８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１１条を次のように改める。 

 （事前協議書の提出） 

第１１条 次に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為を行おうとす

る３０日前までに、その内容について、市長に事前協議書を提出しな

ければならない。 

（１）法第１６条第１項又は第２項の規定による届出 

（２）流山市広告物条例（平成３０年流山市条例第  号）第１１条第

１項第１号若しくは第２号に規定する屋外広告物等の表示、設置、

変更若しくは改造に係る許可申請又は同条例第３２条第１項に規定

する特定屋内広告物に係る届出 

第１２条中「同条の」を「法第８条第３項に規定する景観計画区域に

おける良好な景観の形成に関する」に改める。 

第１３条第１項中「良好な景観の形成のための行為の制限」を「次の

各号に掲げる制限のいずれか」に、「、又は事前協議書」を「又は事前

協議書」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）良好な景観の形成のための行為の制限 

（２）屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する

行為の制限 

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１１条の改正規定（特定屋内広告物に係る部分に限る。） 平

成３２年４月１日 

（２）第１３条第１項の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定 公

布の日 

（適用） 

２  この条例による改正後の流山市景観条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第１１条第２号に規定する屋外広告物等の表示又は設置に係



る事前協議は、この条例の施行の日前（平成３１年３月１日以後に限

る。）においても行うことができる。 

３  改正後の条例第１１条第２号に規定する特定屋内広告物の表示に係

る 事 前 協 議 は 、 附 則 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 （ 平 成 

３２年３月１日以後に限る。）においても行うことができる。 

 



議案第 ７７  号  

 

 

平成２９年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２９年度流山市一般会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月３０日提出 

                 流山市長  井  崎  義  治  

  



報告第 １１  号  

 

 

   平成２９年度健全化判断比率について  

 平成２９年度流山市の健全化判断比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定

により、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  

  平成３０年８月３０日報告  

流山市長  井  崎  義  治    



平成２９年度健全化判断比率  

（単位：％）  

 

実質赤字比率  

 

 

連結 実質 赤字 比率  

 

実質公債費比率  

 

将来負担比率  

 

－  

 

 

－  

 

３．３  

 

３０．６  

 

 



報告第 １２  号  

 

 

   平成２９年度資金不足比率について  

 平成２９年度流山市の公営企業会計に係る資金不足比率について、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第

２２条第１項の規定により、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  

  平成３０年８月３０日報告  

流山市長  井  崎  義  治    



平成２９年度公営企業会計に係る資金不足比率  

（単位：％）  

流山市土地区画整理事

業特別会計  
流山市水道事業会計  

 

流山市下水道事業会計  

 

 

－  

 

 

－  

 

 

－  

 

 



報告第 １３  号  

 

専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ  

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

平成３０年８月３０日報告  

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由 公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  

  



専 決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成３０年５月３０日  

流山市長  井  崎  義  治    

 

記  

 

１ 事 件 名  流山市立向小金小学校の職員が麗澤幼稚園入口

付近で公用車（市が賃借している自動車）を方

向転換しようと後退させたところ、後方にある

車止めに接触したことによる当該公用車の物損

事故  

２ 発 生 年 月 日  平成３０年４月５日  

３ 発 生 場 所  柏市光ケ丘２丁目１番地の１  

           （廣池学園内麗澤幼稚園入口前）  

４ 相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

  株式会社トヨタレンタリース千葉  

５ 解 決 方 法  和解による。  

６ 和解成立年月日  平成３０年５月３０日  

７ 和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８ 損 害 賠 償 額  ２７，８４２円  

 

 

 

  



専 決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成３０年７月９日  

流山市長  井  崎  義  治    

 

記  

 

１ 事 件 名  流山市立南流山中学校の職員が公用車（市が賃

借している自動車）を運転し学校へ帰校しよう

と交差点を右折したところ、進行方向右側に設

置しているガードレール及びプラスチック製の

ポールに公用車右側ドア付近が接触したことに

よる当該公用車の物損事故  

２ 発 生 年 月 日  平成３０年４月２４日  

３ 発 生 場 所  流山市大字木５０５番地先  

４ 相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

  株式会社トヨタレンタリース千葉  

５ 解 決 方 法  和解による。  

６ 和解成立年月日  平成３０年７月９日  

７ 和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８ 損 害 賠 償 額  １１４，４８０円  

 



報告第  １４  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  平成３０年８月３０日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する三輪野山散策の森の樹木の倒木の枝と相手方自

動車との接触により発生した物損事故に係る和解及び損害賠償

の額の決定について専決処分したので、報告するためである。  

 

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３０年８月２日  

 

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名 市が管理する三輪野山散策の森に生えている樹木

の倒木で、市道２１９号線上に垂れ下がった枝に

より、走行してきた相手方の自動車の屋根が破損

した物損事故  

２  発 生 年 月 日 平成３０年３月６日  

３  発 生 場 所 流山市三輪野山五丁目６２１番１地先（三輪野山

散策の森）市道２１９号線の道路上  

４  相  手  方 東京都〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

          〇〇  〇〇  

５  解 決 方 法 和解による。  

６  和解成立年月日 平成３０年８月２日  

７  和 解 の 要 旨 相手方の損害額４０３，８０６円のうち、  

１２１，１４１円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額 １２１，１４１円  


